
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準クロック信号を発生する基準発振器と，
　基準クロック信号を受け取る基準入力と，フィードバック信号を受け取るフィードバッ
ク入力と， デジタル位相比較器
と，
　前記比較器信号の方向に応答して遅延線長制御信号を発生するデジタル昇降計数器と，
　その長さが前記遅延線長制御信号によって決定されるディジタル閉遅延連鎖を含み，前
記比較器信号に応答して出力発振器信号を発生する調節可能発振器と，
　デジタルプログラマブル分周器を含み，前記調節可能発振器に応答して前記出力発振器
信号を分周し，前記位相比較器のフィードバック入力へのフィードバック信号を発生する
分周器と，
　前記遅延連鎖の出力信号によってクロック駆動される計数器を含み，該計数器の計数が
前記昇降計数器の出力信号の複数の ビットの値と組み合わせられており，この組
み合わせから前記遅延連鎖の長さを１ステップ変えるかどうかを決定し，一方，前記昇降
計数器の残りの ビットが前記遅延連鎖を直接アドレス指定する，補間論理回路と
，
を含むクロック発生器。
【請求項２】
　前記遅延連鎖は直列接続された複数の遅延素子を含み，該遅延素子の各々が順方向イン
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計数方向を指示する比較器信号を発生する出力とを有する

最下位側

最上位側



バータと，前記遅延連鎖の長さの調整に作用するループインバータと共に復帰インバータ
を含む請求項１に記載のクロック発生器。
【請求項３】
　前記遅延素子（２４，２６）は制御入力（Ｅ，Ｎ）を有し，該制御入力を経由して前記
遅延素子の前記順方向インバータ（２８）及び前記遅延素子の前記復帰インバータ（３０
）又は前記遅延素子のループインバータ（３２）が活性化され得るか又は相当する前記遅
延素子（２４，２６）がリセットされ得ることを特徴とした請求項２に記載のクロック発
生器。
【請求項４】
　前記制御入力（Ｅ，Ｎ）を経由しての前記遅延連鎖（１２）のアドレス指定は一度に１
つのみのループインバータ（３２）が活性化されるように行われることを特徴とした請求
項３に記載のクロック発生器。
【請求項５】
　前記遅延連鎖は，遅延素子の出力がリセット条件において論理が０である第１種の

と，遅延素子の出力がリセット条件において論理が１である第２種の
ことを特徴とした

請求項２に記載のクロック発生器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、特許請求の範囲の請求項１の前文に明記された種類のクロック発生器に関し、
またこのようなクロック発生器内に使用される本明細書末尾に開示する第１５項前文によ
るディジタル位相比較器に関する。
【０００２】
上述の種類の従来クロック発生器にあっては、電圧制御発振器が、概して、調節可能発振
器として具備され、加えて、低域通過フィルタが電圧制御発振器と位相比較との間に接続
される。立ち代わって、電圧制御発振器の出力は、位相ロックループ（以下、ＰＬＬと称
する）を達成するために位相比較器の入力に帰還される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
この関係における欠点は、特に、極めて多数の外部構成要素が必要とされる
ことである。加えて、位相検出器、低域通過フィルタ、及び電圧制御発振器のような－－
採用アナログ機能ユニットが比較的複雑な構成配置を有する。結論として、このようなア
ナログクロック発生器の電流消費が、また、高くつく。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明の目的は、その簡単な構成配置及び比較的低電流消費にもかかわらず信頼性動作を
保証し、各場合において周波数の多かれ少なかれ正確調節を可能とするクロック発生器を
上述の種類の適当な位相比較器と一緒にして創作することにある。
【０００５】
この目的は、ディジタル遅延連鎖（ｄｅｌａｙ　ｃｈａｉｎ）である調節可能発振器、デ
ィジタルプログラマブル分周器である分周器によって、及び位相比較器の出力と遅延連鎖
との間にディジタル昇降計数器を接続することによって達成され、この昇降計数器の計数
方向は位相比較器の出力信号によって決定され、かつこの計数器によって遅延連鎖の相当
する長さが調節可能である。
【０００６】
この構成配置に基づいて、－－基準周波数を発生する水晶発振子は別として－－外部構成
要素をもはや不要にすることが達成される。連鎖の区画内の電流制御に必要とされるバイ
アス発生器は別として、更に他の機能ユニットが具備されることはない。したがって、極
めて簡単な手段によって、クロック発生器の実用的な全ディジタル集積構造が可能ある。
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複数
の遅延素子 複数の遅
延素子とを有し，前記第１種及び第２種の遅延素子が交互に配置された



このようなクロック発生器は、更になお、電源電圧の揺動ばかりでなく温度及び製作公差
の変化にも不感応性である。各場合における出力クロック信号は、非常に高い周波数精度
で以て調節され得る。本発明による周波数センシングロックループは、極めて高速応答を
有する一次系によって達成される。
【０００７】
遅延連鎖は、好適には、この遅延連鎖の出力信号によってクロック駆動される二重計数器
を含む補間論理回路を当てがわれる。この二重計数器の計数は、昇降計数器の出力信号の
或るいくつかの最下位ビットの値と組み合わされて、各クロックサイクル中に一度に１ス
テップずつ遅延連鎖の長さの変化の数を、これらの最下位ビットの値の関数として、規定
するのに対して、残りの最上位ビットは遅延連鎖を直接アドレス指定する。
【０００８】
このような補間論理回路によって、遅延連鎖の長さの変化が同じ時間フレーム内に起こる
と云うことが保証される。
【０００９】
本明細書末尾に開示する第３項による遅延連鎖の１実施例において、遅延連鎖の相当する
長さ、従って、各場合の周波数は、相当するループインバータを活性化することによって
調節することができ、このループインバータは遅延連鎖の順方向路がその復帰路に直接接
続される各場合における反転点を規定する。
【００１０】
相当するループインバータをアドレス指定することが、例えば、本明細書末尾に開示する
第４項に明記されたように制御入力を経由して可能であるから、どの時刻においても遅延
連鎖の１つのループイバータのみが活性化されるようにアドレス指定を企てることが良い
実行策である。
【００１１】
機能によって、例えば、電力投入時において（ｏｎ　ｐｏｗｅｒ　ｕｐ）、規定されるよ
うに、遅延素子をリセットすることは、好適には、遅延素子の出力がリセット条件におい
て論理の０である第１種の遅延素子と出力がリセット条件において論理の１である第２種
の遅延素子とを交互に有する遅延連鎖によって特に保証される。したがって、遅延連鎖の
全ての接続点を、もし要求されるならば、精確規定初期状態へリセットすることができ、
選択ループインバータの出力は正しい値を呈するので、その後連鎖の長さに変化を生じせ
るときに望ましくない信号スパイクが回避される。
【００１２】
１つの遅延素子から次の遅延素子への最大周波数ステップは、なんとしても１／６を超え
てなならない。したがって、少なくとも６遅延素子の遅延連鎖を含むことが良い実行策で
ある。
【００１３】
これに加えて、連鎖の長さを増大するに当たって挿入された遅延素子は、もっと短い連鎖
長に対して必要であるよりも高い遅延を有すると云え、したがって、１つの遅延素子から
次の素子への転送のパーセンテージとしての周波数の変化は、一定に維持されると云える
。
【００１４】
遅延素子のインバータは、好適には、電流ミラーを含み、これによって各場合の励振電流
（ｄｒｉｖｅｒ　ｃｕｒｒｅｎｔ）を問題なく制限することができる。
【００１５】
１好適実施例によれば、インバータは、各々ｐ形ＭＯＳ電界効果トランジタ（以下、電界
効果トランジスタをＦＥＴと称する）及びｎ形ＦＥＴを、スイッチングトラジスタと直列
に接続して含む。この配置において、個々の遅延素子の遅延は、励振電流を規定する電流
ミラートランジスタのチャネル長によって有効に規定され得る。
【００１６】
本明細書末尾に開示する第１５項の前文に明記された種類の位相比較器は既知であるが、
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しかしながら、これらは、概して、電圧制御発振器との関連において採用される。これら
の従来の位相比較器をディジタルクロック発生器内に使用することは、一連の弱点、例え
ば、それらの昇出力及び降出力がまた同時に規則的に活性化され、その結果、特にディジ
タル昇降計数器（ｕｐ－ｄｏｗｎ　ｃｏｕｎｔｅｒ）の活性化を少なくとも困難にする。
【００１７】
これに対して、特にディジタルクロック発生器内に採用され得る本発明によるディジタル
位相比較器は、不活性化出力を、他の出力がリセットされている限り、その不活性状態に
ロックする手段を含む。
【００１８】
この構成配置の結果として、特にディジタル昇降計数器の活性化は実質的に簡単化され、
例えば、簡単なＲＳフリップフロップによってディジタル位相比較器を出力させることが
この目的にとって充分であり、このフリップフロップのセット入力及びリセット入力がデ
ィジタル位相比較器の２つの出力に接続されることになる。したがって、この出力ＲＳフ
リップフロップは、１つの出力に単一活性化信号を供給し、この信号が、好適には、本発
明によるクロック発生器のディジタル昇降計数器を活性化するように働き、この計数器を
経由して調節可能発振器として働く遅延連鎖を制御する。
【００１９】
しかしながら、本発明による１つのこのようなディジタル位相比較器が電圧制御発振器と
関連してまた採用され得ると云うことも、基本的にその通りである。
【００２０】
本発明の他の有利な実施例は、本明細書の末尾に開示する従属項から読み取られ得る。
【００２１】
【実施例】
本発明は、付図を参照して実施例について更に詳細にいまから説明される。
【００２２】
図１に示された本発明によるディジタルクロック発生器の実施例は、基準発振器１０、デ
ィジタル閉遅延連鎖（ｄｉｇｉｔａｌ　ｃｌｏｓｅｄ　ｄｅｌａｙｃｈａｉｎ）１２の形
をした調節可能リング発振器、ディジタルプログラマブル分周器１４、及びディジタル位
相比較器１６を含む。
【００２３】
ディジタルプログラマブル分周器１４は、遅延連鎖１２の出力と位相比較器１６の１つの
入力との間に接続される。基準発振器１０の出力は、位相比較器１６の他の入力に接続さ
れる。昇降計数器１８は、位相比較器１６の出力に接続される。昇降計数器１８の出力は
、一端で遅延連鎖１２に接続され、他端で補間論理回路２０に接続され、この論理回路に
よって、遅延連鎖１２は、この図に書き込まれた矢印で指示されるように昇降計数器１８
の出力を経由してとちょうど同じに、活性化され得る。
【００２４】
遅延連鎖１２に当てがわれた補間論理回路２０は二重計数器（ｄｕａｌ　ｃｏｕｎｔｅｒ
）２２を含み、この計数器は遅延連鎖１２の出力信号によってクロック駆動される。二重
計数器２２の計数は昇降計数器１８の出力信号の或るいくつかの最下位ビットの値と組み
合わせられるので、それゆえ遅延連鎖の長さの変化の数が、これらの最下位値ビット値の
値の関数として、１つの相当するクロックサイクル中に、各々、１ステップずつ規定され
る。昇降計数器１８の残りの最上位ビットは、下に更に詳細に説明される手段によって遅
延連鎖を直接アドレス指定するように働く。
【００２５】
設定値周波数を供給する出力クロック信号Ｔ A  は、ディジタル分周器１４を経由して位相
比較器１６の入力Ｖ 2  へ帰還される。したがって、補間論理回路２０は別として、出力ク
ロック信号Ｔ A  は、また、好適には、昇降計数器１８をクロック駆動するために使用され
る。
【００２６】
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図解の実施例において、基準発振器１０は、３２ｋＨｚ水晶発振子を含む。出力クロック
信号Ｔ A  は、分周器１４によって数３２で除算される。遅延連鎖１２は、直列接続された
３２の重み付け遅延素子２４、２６を含む（すなわち、また図２から図５）。
【００２７】
昇降計数器１８が１０ビット計数器であるのに対して、補間論理回路２０に対して使用さ
れる二重計数器２２は５ビット計数器である。したがって、昇降計数器１８の出力信号の
５つの最下位ビットが二重計数器２２の計数と組み合わされるのに対して、昇降計数器１
８の出力信号の５つの最上位ビットは遅延連鎖１２を直接アドレス指定するのに使用され
る。
【００２８】
図解の一次系の位相比較器１６においては、基準発振器の出力信号Ｖ 1  は、除数３２にプ
リセットされたプログラマブル分周器１４の出力Ｖ 2  と比較される。この比較の結果に従
って、位相比較器１６は出力信号を供給し、これによって昇降計数器１８の計数方向が決
定される。昇降計数器１８の計数及び加えて補間論理回路２０によって供給される制御変
数に従って、遅延連鎖１２がその長さに関して調節されるので、位相比較器１６によって
確立される周波数偏差が零になる。分周器１４が除数３２にプリセットされているとき、
１ＭＨｚの周波数が出力クロック信号Ｔ A  に対して生じる。
【００２９】
図２及び図３は、遅延素子がリセットされたとき（すなわち、図２）その出力が論理値０
を有する第１種の遅延素子２４と、リセットされたときのその出力が論理値１を有する第
２種の遅延素子２６を交互に含むディジタル閉遅延連鎖１２の簡単な概略回路図である。
図２及び図３において、リセット条件における遅延素子２４、２６の各結果の出力値は、
引用符号内に指示されている。
【００３０】
図２は、リセット直後の遅延素子２４、２６の状態を示し、これによるとリセット路、す
なわち、復帰路（ｒｅｔｕｒｎ　ｐａｔｈ）４４の端での出力状態は値０にちょうど変化
しているのに対して、また同時に順方向路４６の入力に印加されるこの値は順方向路４６
の第１インバータの出力における状態に依然として変化を起こさせようとする。順方向路
４６に沿って、含まれたインバータは、したがって、順方向路に沿って１つずつ出力値０
、１、０、１、…を有する。
【００３１】
値の順序を走行方向と反対にして、又はその他の順序にして考えるとき、復帰路４４にお
けるインバータの出力には相当する値が存在し、各遅延素子２４、２６は順方向の出力及
び逆方向の出力を有し、これによって、第１遅延素子２４の２つの出力（図２の左側に示
されている）は値０を有し、第２遅延素子２６は出力値１を有し、第３遅延素子２４は再
び出力値０を有し、以下同様である。
【００３２】
それぞれ、順方向路４６及び復帰路４４の各インバータ２８、３０に後続して、インバー
タ３２がはしごの横木の形に順方向路４６と復帰路４４との間に接続される。このループ
インバータ３２を経由して、遅延連鎖１２を、下に更に詳細に説明する仕方及び手段によ
って短くも長くもすることができる。この配置において、一度に１つのループインバータ
３２のみが活性化され、その際、各場合において（図２及び３内右手に示された）遅延連
鎖１２の残りの部分はもはや活性ではなくなる。
【００３３】
図３は、遅延連鎖１２の出力がその値を０から１へ変化した直後、かつ図３に示された完
全な連鎖が活性化された後の遅延連鎖１２の状態を示す。したがって、順方向路４６及び
復帰路４４内のインバータの出力は、交互に、値１、０、１、０、以下同様を有する。図
３に示された図解において、連鎖の出力における値１は、なお更に順方向路４６の第１イ
ンバータの入力に作用し、したがって、このインバータの出力も依然として１である。横
断方向に指向させられたループインバータ３２を選択することによって、遅延連鎖を適当
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に短くすることができ、これに従って、その周波数を高めることができる。
【００３４】
図４に第１種の遅延素子２４の回路図が示されており、これはリセット条件において、２
つの出力Ｖ A  及びＲ A  に値０を有する。
【００３５】
これに対して、図５は第２種の遅延素子２６を示し、これの２つの出力Ｖ A  及びＲ A  はリ
セット条件において値０を有する。
【００３６】
遅延連鎖１２内の第１種及び第２種の交互配置遅延素子２４、２６は、順方向インバータ
２８、復帰インバータ３０ばかりでなく、ループインバータ３２を当てがわれており、ル
ープインバータ３２は、活性化されると、遅延連鎖の相当する長さが調節されるようにす
る。遅延素子２４、２６は更に２つの制御入力Ｅ、Ｎを含み、これらの各々を経由してこ
れらの素子の順方向インバータ２８及び復帰インバー３０又はループインバータ３２を活
性化する又は相当する遅延素子２４、２６をリセットすることができる。この配置におい
て、制御入力Ｅ及びＮを経由しての遅延連鎖１２のアドレス指定は、一度に１つのみのル
ープインバータ３２が活性化されるように行われる。これに加え、遅延素子２４、２６の
リセットも各電源印加（ｐｏｗｅｒ　ｕｐ）時に自動的に、最適に実行される。
【００３７】
図４に示された第１種の遅延素子２４において、順方向インバータは順方向出力Ｖ A  を伴
うＮＯＲゲート２８を含む。復帰出力（ｒｅｔｕｒｎ　ｏｕｔｐｕｔ）Ｒ A  を伴う復帰イ
ンバータ３０はインバータ制御入力ＩＳを有し、これを経由して、制御信号が０が印加さ
れるときこのインバータを活性化することができる。ループインバータはＮＯＲゲート３
２を含み、これの出力が復帰インバータ３０の出力Ｒ A  に接続される。ＮＯＲゲート３２
は非反転制御入力ＮＳを有し、これを経由してこのゲートを印加制御信号０によって活性
化することができる。遅延素子２４の順方向入力Ｖ E  は、ＮＯＲゲート３２の入力及びＮ
ＯＲゲート２８の入力に接続される。ＮＯＲゲート３２の１つの他の入力はＡＮＤゲート
４８の出力に接続され、このＡＮＤゲートの２つの入力は遅延素子２４の制御入力Ｅ及び
制御入力Ｎにそれぞれ接続される。制御入力Ｅは、なお、ＮＯＲゲート２８の他の入力に
接続される。これに加えて、他の制御入力Ｅは復帰インバータ３０の反転制御入力ＩＳ及
びＮＯＲゲート３２の非反転制御入力ＮＳの両方に接続される。
【００３８】
第１種の遅延素子２４の機能は、次の真理値表から明白である。
【００３９】
【表１】
　
　
　
　
　
【００４０】
この表は、両制御入力Ｅ、Ｎが値１を有するとき、遅延素子２４の２つの出力Ｖ A  及びＲ

A  が値０にリセットされることを指示する。
【００４１】
一方で制御入力Ｅが値０を呈しかつ制御入力Ｎが値１を呈するとき、順方向インバータ２
８及び復帰インバータ３０は活性化されるのに対して、ループインバータ３２は不活性化
される。したがって、順方向入力Ｖ E  の反転値‾Ｖ E  が順方向出力Ｖ A  に現れ、反転値‾
Ｒ E  が復帰出力Ｒ A  に現れる。
【００４２】
制御入力Ｅが値１を有し及び制御入力Ｎが値０を有するとき、ループインバータ３２は活
性化される。この場合において、順方向出力Ｖ A  の値は０に等しいのに対して、復帰出力
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Ｒ A  の値は順方向入力Ｖ E  の反転値‾Ｖ E  に等しい。この場合、遅延連鎖１２の長さは、
この遅延素子のループインバータ３２によって決定される。残りのループインバータは、
不活性化されたのままである。
【００４３】
図５に示された第２種の遅延素子２６において、順方向インバータはＮＡＮＤゲート２８
を含み、ループインバータはＮＡＮＤゲート３２を含む。ＮＡＮＤゲート３２の反転制御
入力ＩＳは復帰インバータ３０の非反転制御入力ＮＳと一括されて遅延素子２６の制御入
力Ｎに接続される。制御入力Ｎは更にＮＡＮＤゲート２８の入力及びＯＲゲート５０の入
力に接続され、ゲート５０は他の入力を遅延素子２６の制御入力Ｅに接続される。ＯＲゲ
ート５０の出力はＮＡＮＤゲート３２の入力に接続され、ゲート３２は他の入力を有しこ
れに遅延素子２６の順方向入力Ｖ E  が接続される。遅延素子２６の順方向入力Ｖ E  に、Ｎ
ＡＮＤゲート２８の他の入力が接続される。順方向出力Ｖ A  は、ＮＡＮＤゲート２８の出
力によって形成される。復帰インバータ３０の出力及びＮＡＮＤゲート３２の出力は遅延
素子２６の復帰出力Ｒ A  に接続されるの対して、遅延素子２６の復帰入力Ｒ E  は復帰イン
バータ３０の入力によって形成される。
【００４４】
第２種のこの遅延素子２６の機能は、次の真理値表から明白である。
【００４５】
【表２】
　
　
　
　
　
【００４６】
この表は、両制御入力Ｅ、Ｎが値１を有するとき、遅延素子２６の２つの出力Ｖ A  及びＲ

A  が値１にリセットされることを指示する。
【００４７】
制御入力Ｅが値０にセットされかつ制御入力Ｎが値１にセットされるとき、順方向インバ
ータ２８及び復帰インバータ３０は活性化されるのに対して、ループインバータ３２は不
活性化されたままである。この場合、順方向入力Ｖ E  の反転値‾Ｖ E  が順方向出力Ｖ A  に
生じ、かつ復帰入力Ｒ E  の反転値‾Ｒ E  が復帰出力Ｒ A  に生じる。
【００４８】
しかしながら、もし制御入力Ｅが値１を呈しかつ制御入力値Ｎが値０を呈するならば、ル
ープインバータ３２が活性化されて、順方向入力Ｖ E  の反転値‾Ｖ E  を復帰出力Ｒ A  に生
じるに対して、順方向出力Ｖ A  は値１に保持される。
【００４９】
図２及び図３から明白なように、遅延連鎖１２はその端に第１種の遅延素子２４を有し、
これが出力クロック信号Ｔ A  を供給する。
【００５０】
遅延連鎖１２のトランジスタ能動回路の達成は、通常のＣＭＯＳ構造からいくか逸脱して
いる。全てのインバータ２８、３０、及び３２は、各々の場合に励振電流を制限する電流
ミラーを含む。バイアス電圧発生器は、スイッチングトランジスタに直列接続されたｐ形
ＦＥＴ及びｎ形ＦＥＴをゲートさせるために電圧を供給する。したがって、各遅延素子２
４及び２６の出力電流は、チャネル長比によって容易に決定され得る。全てのトランジス
タの幅及びスイッチングトランジスタの長さは、最小に短縮され得る。段間のスイッチン
グ雑音を低減しかつ電荷テークオーバ作用（ｃｈａｒｇｅ　ｔａｋｅｏｖｅｒ　ｅｆｆｅ
ｃｔｓ）を回避するために、電流ミラートランジスタを出力に直接接続することができる
。
【００５１】
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遅延連鎖１２内の電流消費は、遅延素子２４と２６との間のリポール（ｒｅｐｏｌｅ）さ
れることを必要とするキャパイタンスによって主として決定される。
【００５２】
１ＭＨｚの設定値周波数は、遅延連鎖１２のおよそ半分を活性化することによって正規条
件（３Ｖ、２７℃典型的製作パラメータ）の下で達成されるべきであり、これが正規値か
らの偏差に対して充分な余地を残す。例えば、この回路が最小キャパシタスに対して設計
されている限り、各遅延素子に対して２×７０ｆＦのキャパシタンスが達成される。１６
の遅延素子２４、２６について３２のキャパシタンスをリポールするのに必要な電流は、
次によって表される。
【００５３】
【数１】
　
　
　
【００５４】
１つの遅延素子２４、２６から次の遅延素子への周波数の最大ステップは、１／６を超え
てはならない。したがって、遅延連鎖１２は、好適には、少なくとも６つの遅延素子２４
、２６を含むべきである。
【００５５】
種々の遅延素子２４、２６の遅延を、周波数のステップを１／６より大きくすることなく
遅延連鎖の長さを増大することで以て、増大することができる。例えば、第１３遅延素子
は、第１遅延素子の遅延の２倍の遅延を有することができる。
【００５６】
種々の遅延素子の遅延を、関連する電流ミラー内の電流を規定するトランジスタのチャネ
ル長を相当するだけ増大することによって簡単に増大することができる。この仕方におい
て、１つの遅延素子から次の遅延素子への周波数のパーセンテージ変化を、多かれ少なか
れ一定に維持することができ、これによって製作パラメータの通常偏差を許容可能とする
。
【００５７】
最初の９つの遅延素子２４、２６は、約１０μＡの励振電流を供給することができ、次い
で最大出力は連続的に減少させられる。１ＭＨｚ以外の設定値周波数に対しては、リーポ
ールする電流は、簡単に、例えば、バイアス電圧発生器内の電流決定抵抗器を変化させる
ことによって、変化させることができる。
【００５８】
従来のＣＭＯＳインバータが、少なくともループインバータとして採用されることがある
。
【００５９】
遅延連鎖１２のアドレス指定又はその長さの各変化は、両制御入力Ｅ及びＮの値の相当す
る変化を必要とする。両制御信号が同時に変化し、したがってリセット条件が短い瞬間に
実現することができると云うことは一般に保証され得ないから、たとえリセットモードの
迅速な生起があっても信号スパイクが生成されないように図２に示された状態が起こる瞬
間にアドレスの変化が有効でなければならない。
【００６０】
分周器１４、補間論理回路２０、及び昇降計数器１８は、遅延連鎖１２の出力で以てクロ
ック駆動される。このクロックパルスは、例えば、１ＭＨｚの周波数を有しており、分周
器１４によって、例えば、３２で分周され、位相比較器１６内で３２ｋＨｚの規準周波数
と比較される。分周器１４は、例えば、１と１２７との間でプログラマブルである。
【００６１】
位相比較器１６の出力信号は、次いで、１０ビット昇降計数器１８の計数方向を指令し、
この計数器の５つの最上位ビットが遅延連鎖１２を直接アドレス指定する。
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【００６２】
遅延連鎖１２内のクロックパルスの復帰縁（ｒｅｔｕｒｎ　ｅｄｇｅ）は、アドレスの変
化の前にループ点又は反転点に到達しないことを保証する必要がある。最大調節可能周波
数は、分周器１４、位相比較器１６、補間論理回路２０、及び１０ビット昇降計数器１８
での遅延によって、正規的に制限される。このループ（反転）点は、クロックサイクルの
１／４の後に到達を受ける。
【００６３】
もし遅延が過剰であるならば、このことが雑音性信号スパイクを容易に起こさせる。この
問題は、クロックパルスの立上がり縁（ｅｄｇｅ）に続いてアドレスを直接ロックするこ
とによって、開始から正しく除去され得る。その際、遅延連鎖の入力におけるロッキング
回路はクロックパルスの立下がり縁が起こるまで再び透明にならないから、新アドレスを
確立するために充分な時間が利用可能である（半クロックサイクル）。この時点における
リセットモードの迅速な生起は、図２から明白なようにもはや信号スパイクを起こさせな
い。
【００６４】
リセットモードが起こる場合、第１種の相当する遅延素子２４は０にセットされるのに対
して、第２種の相当する遅延素子２６は１にセットされる。
【００６５】
例えば、３２にプリセットされた分周器１４に対しては、１０ビット昇降計数器１８の計
数方向を３２クロックパルス前にはとても変化させ切れないから、新情報が位相比較器１
６の出力に現れているとき、周波数ロック条件の下で昇降計数器１８が種々のクロックサ
イクル中に誤った方向へ計数する公算がある。表現を変えるならば、周波数がロック値の
回りに揺転するおそれがある。３２クロックサイクルの後でも、計数方向を瞬間的にセン
シングすることはできない。実周波数と設定値周波数とは遠く離れてはいないので、周波
数偏差を確立するには、３２ｋＨｚクロックサイクルの数サイクル分が必要であると云え
る。
【００６６】
クロック発生器の応答を改善するために、昇降計数器１８の５つの最上位ビットが遅延連
鎖１２をアドレス指定するのに使用されるの対して、残りの最下位ビットは補間論理回路
２０の５ビット二重計数器２２の出力と組み合わせられる。５つの最下位ビットの値が高
いほど、１クロックサイクル当たり１ステップずつ遅延連鎖１２がますなす頻繁に短縮さ
れる。５ビット二重計数器２２を使用することは、遅延連鎖の短縮化が同じ時間フレーム
内で起こることを保証する。
【００６７】
次の表３はいつ遅延連鎖１２が各回に１ステップずつ短縮されるかを指示し、ここで５ビ
ット二重計数器２２の出力値は水平方向に与えられ、１０ビット昇降計数器１８の５つの
最下位ビットの値は垂直方向に与えられる。
【００６８】
【表３】
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【００６９】
この後に、昇降計数器１８の５つの最下位ビットの値に伴ってステップ変化周波数が上昇
する。
【００７０】
補間論理回路２０は、周波数偏差が全体として短い時間区間内に減少させられるように、
ロック状態における制御周波数を上昇させることを支援する。
【００７１】
図１に示されたクロック発生器の位相比較器１６は、全ディジタルループ内の昇降計数器
１８の計数方向を規定するように働く。昇降計数器１８は相当する出力信号を供給し、こ
れによって閉遅延連鎖１２の長さ、したがって、設定値周波数が制御される。
【００７２】
この目的に使用されるディジタル位相比較器は、例えば、２つの入力Ｖ 1  及びＶ 2  （すな
わち、図１）の状態に従って昇降計数器１８の計数方向を確立する昇出力及び降出力を有
する。この関係で、ディジタル位相比較器は、２つの入力のどちらが先にその活性値を呈
するかに従って、指定された昇（ｕｐ）出力及び降（ｄｏｗｎ）出力を、それぞれ、活性
値にセットしかつ活性値になる他の入力信号に続いてリセットするように適当に設計され
得る。この種の位相比較器はＰＬＬ回路に既に採用されており、この回路においては両出
力のデューティサイクルが位相及び周波数偏差の測定値として採用される。
【００７３】
しかしながら、位相比較器を、図１に示されたディジタルクロック発生器内に直接採用す
ることはできないが、それは、特に、昇降計数器１８を活性化するために、離散制御信号
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が好適には提供されるべきであり、これによって相当する計数方向が決定されるべきだか
らである。このような離散制御信号を生成する簡単な１つの解決は、ディジタル位相比較
器の昇出力及び降出力を離散ＲＳフリップフロップのセット及びリセット入力に接続し、
このフリップフリロップの１つの出力上に制御信号を取り出すことであり得よう。しかし
ながら、この解決は、図６及び図７から明白なように既知のディジタル位相比較器と使用
するとき雑音性電圧スパイクを生じることがある。
【００７４】
図６において、既知のディジタル位相比較器が、入力信号Ｖ 1  及びＶ 2  用の２つの入力、
及び昇出力３４及び降出力３６を有して示されている。
【００７５】
この既知のディジタル位相比較器の入力Ｖ 1  及びＶ 2  は、２つの入力ゲート、すなわち、
ＮＡＮＤゲート５２及びＮＡＮＤゲート５４それぞれの入力を同時に形成する。ＮＡＮＤ
ゲート５２の出力は、一方で２つのＮＡＮＤゲート５６’及び５６”を含むＲＳフリップ
フロップ５６のセット入力Ｓに接続され、他方で出力ゲート、すなわち、ＮＡＮＤゲート
６０の入力に接続される。ＮＡＮＤゲート６０の出力は、ＮＡＮＤゲート５２の他の入力
に帰還される。ＮＡＮＤゲート６０の出力は、同時に、このディジタル位相比較器の昇出
力３４を形成する。
【００７６】
対応して、ＮＡＮＤゲート５４の出力は、一方で２つのＮＡＮＤゲート５８’及び５８”
を含むＲＳフリップフロップ５８のセット入力Ｓに接続され、他方で出力ゲート、すなわ
ち、ＮＡＮＤゲート６２の入力に接続される。立ち代わって、ＮＡＮＤゲート６２の出力
は、ＮＡＮＤゲート５４の他の入力に帰還され、ＮＡＮＤゲート６２の出力は、同時に、
このディジタル位相比較器の降出力３６を形成する。
【００７７】
ＲＳフリップフロップ５６の出力Ｑは、一方でＮＡＮＤゲート６０の他の入力に接続され
、他方で他のＮＡＮＤゲート６４の入力に接続される。ＲＳフリップフロップ５８の出力
Ｑは、一方でＮＡＮＤゲート６２の他の入力に接続され、他方でＮＡＮＤゲート６４の他
の入力に接続される。ＮＡＮＤゲート６４は、２つの他の入力を有し、これらはＮＡＮＤ
ゲート５２の出力及びＮＡＮＤゲート５４の出力に、それぞれ、接続される。ＮＡＮＤゲ
ート６４の出力は、ＮＡＮＤゲート６０の第３入力ばかりでなくＮＡＮＤゲート６２の第
３入力に接続され、これに加えて、ＲＳフリップフロップ５６のリセット入力Ｒばかりで
なくＲＳフリップフロップ５８の相当するリセット入力Ｒにも接続される。
【００７８】
この既知のディジタル位相比較器において、ＮＡＮＤゲート６４は、したがって、この位
相比較器の昇出力３４及び降出力３６を１にリセットし、かつ２つのＲＳフリップフロッ
プ５６及び５８を０にリセットするように働く。
【００７９】
その他の点では、この既知の位相比較器の機能は図７に示された時間信号波形から明白で
あり、次の説明はこの図を参照する。
【００８０】
Ｖ 1  ＝０かつＶ 2  ＝０であって、２つのＲＳフリップフロップ５６及び５８が値０にリセ
ットされるとき、ディジタル位相比較器の２つの昇出力３４及び降出力３６は各々値１に
リセットされる。もしそのとき入力信号Ｖ 1  ＝１ならば、ＲＳフリップフロップ５６は値
１にリセットされる。位相比較器の昇出力３４及び降出力３６は、値１を持ち続ける。
【００８１】
そこで、もしも他の入力信号Ｖ 2  が値１を呈するならば、他のＲＳフリップフロップ５８
も、加えて、値１にセットされるであろう。ディジタル位相比較器の昇出力３４及び降出
力３６は値１をなお持ち続ける。入力信号Ｖ 1  又は入力信号Ｖ 2  の次の立下がり縁によっ
て、位相比較器のそれぞれ相当する出力３４及び３６は、活性値０にセットされる。
【００８２】
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われわれは、いま、例えば、入力信号Ｖ 1  がまず値０を呈し、次いで位相比較器の昇出力
３４がこれに従って活性０にセットされると云うことを仮定する。降出力３６は、その値
１を維持する。
【００８３】
その後に入力信号Ｖ 2  もまた値０を呈するとき、昇出力３４は、欲するように、値１にセ
ットされるが、しかし同時に欲しない０パルス（すなわち、図７）が昇出力３６に実現し
て、これが、昇降計数器１８が活性化されるとき、パルス信号雑音を生じるおそれがある
。特に、昇降計数器１８（図１）に対して、その出力に１つの他のＲＳフリップフロップ
を設けることによって、単一活性化信号を発生することは、直接的に可能ではない。この
場合もまた、回路が雑音を免れる保証はない。
【００８４】
しかしながら、代わって、もし入力信号Ｖ 2  が値０を呈するならば、降出力３６がまず値
０にセットされるであろう。そこで、もし入力信号Ｖ 1  もまた値０を呈するならば、先に
０にセットされていた降出力３６は１にセットされるであろう。しかしながら、この場合
、雑音性０パルスが昇出力３４に生じる（すなわち、図７）。
【００８５】
いま、図８に参照を転じると、本発明によるディジタル位相比較器の実施例が、図１に示
された本発明によるクロック発生器内に特に有利に使用され得ることが、明白になる。
【００８６】
本発明によるこのディジタル位相比較器は、２つの入力ゲート、すなわち、ＮＡＮＤゲー
ト５２及びＮＡＮＤゲート５４を含む。入力信号Ｖ 1  はＮＡＮＤゲート５２の１つの入力
に印加されるに対して、入力信号Ｖ 2  はＮＡＮＤゲート５４の１つの入力に現れる。
【００８７】
ＮＡＮＤゲート５２の出力は、一方で２つのＮＡＮＤゲート５６’及び５６”を含むＲＳ
フリップフロップ５６のセット入力‾Ｓに、他方で出力ゲート、すなわち、ＮＡＮＤゲー
ト６０の１つの入力に接続される。ＲＳフリップフロップ５６の出力Ｑは、ＮＡＮＤゲー
ト６０の他の入力に接続される。ディジタル位相比較器の昇出力３４に接続されたＮＡＮ
Ｄゲート６０の出力は、ＮＡＮＤゲート５２の他の入力に帰還される。
【００８８】
ＮＡＮＤゲート５４の出力は、一方でＲＳフリップフロップ５８のセット入力‾Ｓに、他
方で出力ゲート、すなわち、ＮＡＮＤゲート６２の１つの入力に接続される。ＲＳフリッ
プフロップ５８の出力Ｑは、ＮＡＮＤゲート６２の他の入力に接続される。ディジタル位
相比較器の降出力３６を形成するＮＡＮＤゲート６２の出力は、ＮＡＮＤゲート５４の他
の入力に帰還される。
【００８９】
ここまでは、このディジタル位相比較器は、図６に示されたものと同等であり、したがっ
て、同様の参照符号は同様のゲートに対して使用される。
【００９０】
しかしながら、図８に示された本発明による位相比較器においては、既知の位相比較器（
すなわち、図６）内に提供されたＮＡＮＤゲートの機能が、３つのＮＡＮＤゲート４０、
４２、６８、及びＮＯＲゲート６６によって共用される。加えて、回路を規定状態へ、好
適には、電力投入時へ復帰させるために他のリセット入力
【外１】
　
　
ＣＫが設けられる。本発明によるディジタル位相比較器の１つのこのような構成配置の実
施例は、再び図８を参照する次の説明からいま明白になる。
【００９１】
この図を参照すると、ＲＳフリップフロップ５６の出力Ｑは、更に、ＮＡＮＤゲート４０
の入力に接続され、後者の出力はＮＡＮＤゲート６２の他の入力に接続される。
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【００９２】
したがって、ＲＳフリップフロップ５８の出力Ｑは、加えて、ＮＡＮＤゲート４２の入力
に接続され、後者の出力はＮＡＮＤゲート６０の他の入力に接続される。
【００９３】
ＮＡＮＤゲート４０の他の入力はＮＡＮＤゲート５２の出力に接続されるに対して、ＮＡ
ＮＤゲート４２の他の入力はＮＡＮＤゲート５４の出力に接続される。
【００９４】
ＲＳフリップフロップ５６の出力‾ＱはＮＯＲゲート６６の入力に接続され、後者の他の
入力はＲＳフリップフロップ５８の相当する出力‾Ｑに接続される。ＮＯＲゲート６６の
出力は他のＮＡＮＤゲート６８の１つの入力に接続され、後者の他の２つの入力は、それ
ぞれ、ＮＡＮＤゲート５２の出力及びＮＡＮＤゲート５４の出力に接続される。ＮＡＮＤ
ゲート６８の出力は、ＲＳフリップフロップ５６の１つのリセット入力‾Ｒ及びＲＳフリ
ップフロップ５８の１つのリセット入力‾Ｒの両方に接続される。
【００９５】
これに加えて、本発明よるこのディジタル位相比較器は追加のリセット入力
【外２】
　
　
ＣＫを備え、その上、この入力は、ＲＳフリップフロップ５６の他のリセット入力Ｒ、Ｒ
Ｓフリップフロップ５８の他のリセット入力‾Ｒ、ＮＡＮＤゲート５２の他の入力ばかり
でなくＮＡＮＤゲート５４の他の入力に接続される。
【００９６】
本発明よるディジタル位相比較器が機能する仕方は、いま、図９に示された時間信号波形
を考察することから明白になるが、この図は時間の関数として２つの入力信号Ｖ 1  、Ｖ 2  

ばりでなく昇出力３４及び降出力３６を図解する。
【００９７】
両入力信号Ｖ 1  及びＶ 2  が各々０かつ両ＲＳフリップフロップ５６及び５８が０（出力Ｑ
）にリセットされるとき、本発明によるディジタル位相比較器の昇出力３４及び降出力３
６は１にリセットされる。この規定された出力状態において、位相比較器は、特に、追加
のリセット
【外３】
　
　
ＣＫにおける０パルスによってセットされ得る。
【００９８】
加えて、入力信号Ｖ 1  が値１を呈するとき、指定ＲＳフリップフロップ５６は、値１（出
力Ｑ）にセットされる。
【００９９】
次いで入力信号Ｖ 2  が値１を呈するとき、他のＲＳフリップフロップ５８もまた値１（出
力Ｑ）にセットされ、これによってＮＯＲゲート６６の出力が値０から１へ変化するが、
これはＲＳフリップフロップ５６の出力‾ＱばかりでなくＲＳフリップフロップ５８の出
力‾Ｑの両方が各々値０を呈するからである。
【０１００】
もし入力信号Ｖ 1  がそこでまずその値を１から０に再び変化するならば、これに従って、
活性０が昇出力３４においてセットされる。ここで重要なことは、入力信号Ｖ 1  の変化に
起因して、ＮＡＮＤゲート４０の出力もまた値０にセットされると云うことである。
【０１０１】
他の入力信号Ｖ 2  がまた値０を呈するとき、ＲＳフリップフロップ５８はまず値０（出力
Ｑ）にリセットされる。ＮＡＮＤゲート５４の出力が値１ならば、値０がまたまずＮＡＮ
Ｄゲート６８の出力にまず起こり、これがまた他のＲＳフリップフロップ５６を値０（出
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力Ｑ）にリセットさせる。したがって、ディジタル位相比較器の昇出力３４は値１にリセ
ットされる。ＲＳフリップフロップ５６が０（出力Ｑ）にリセットされてしまうまで、（
その前には、ＲＳフリップフロップ５８の出力Ｑが既に値０にセットされている）ＮＡＮ
Ｄゲート４０がまずその出力に値０を維持しているので、ディジタル位相比較器の降出力
３６は、昇出力３４が値１にリセットされるのと同時に、その現存する値１に維持（ロッ
ク）される。ＲＳフリップフロップ５６がリセットされた後ＮＡＮＤゲート４０の出力が
再び値１を呈するときには、ＲＳフリップフロップ５８の出力Ｑが値０を呈するや否や、
ＮＡＮＤゲート６２が降出力３６に値１を維持し続けると云うことが既に保証されている
。
【０１０２】
ＲＳフリップフロップ５８がリセットされてしまうや否や、値０がＮＯＲゲート６６の出
力に実現し、これが、立ち代わって、ＮＡＮＤゲート６８の出力を値１にセットさせるの
で、それゆえＮＡＮＤゲート６８の出力における又は２つのＲＳフリップフロップ５６、
５８のリセット入力‾Ｒにおけるリセットパルスが終端される。
【０１０３】
代わって、もし入力信号Ｖ 2  がまず値０を呈するならば、ディジタル位相比較器の降出力
３６がまず０にセットされる。次いで、もしも入力信号Ｖ 1 が値０に変化するならば、昇
出力３４にどんな負パルスを実現することなく降出力３６もまた０にリセットされる。こ
の場合、ＮＡＮＤゲート４２は、値１が昇出力３４に維持される、すなわち、ロックされ
ることを保証する。
【０１０４】
２つの入力信号Ｖ 2  及びＶ 2  が一致して負指向するとき或るパルスが昇出力３４及び降出
力３６の両方に起こると云う事実は、決定的に重大ではなく、それは、この場合、正しい
又は間違った計数方向と云うものが存在しないからである。
【０１０５】
この構成配置の結果として、活性０信号がどの或る時刻においても２つの出力３４及び３
６の１つのみに存在することが保証される。しかしながら、いま、単一ＲＳフリップフロ
ップ３８を、特に図８から明白なように昇降計数器１８（すなわち、図１）に対して単一
活性化信号を発生するために使用することができる。この配置において、昇出力３４をＲ
Ｓフリップフロップ３８のセット入力Ｓに、及び降出力３６をそのリセット入力Ｒに接続
することが有効である。ＲＳフリップフロップ３８の出力Ｑは、図１に示されたディジタ
ルクロック発生器の昇降計数器１８の計数方向を指令する。
【０１０６】
しかしながら、本発明によるディジタル位相比較器は、図１に示された特にクロック発生
器内におけるような全ディジタルループ内のみならず、また、例えば、発振器との組み合
わせ、例えば、アナログループ内の使用に供されてもよい。
【０１０７】
これに加えて、活性０信号の代わりに、活性１信号を使用することもまた原理的に可能で
あり、この目的のためには、相当する共役的回路構成配置が選択されることになる。最後
に、ＲＳフリップフロップ３８の代わりに、ディジタル昇降計数器に対する単一活性化信
号を発生するものならばどんな他の適当な終端回路が提供されてもよい。
【０１０８】
電力投入時、遅延連鎖１６の長さをその最大値にリセットすることが有効であり、そうす
れば、分周器の出力に生成される周波数が規準周波数と多かれ少なかれ同じになるまで位
相比較器は、好適には、その昇出力を活性値にセットする。
【０１０９】
【発明の効果】
設定周波数での位相のどんな偏移も、例えば、位相偏移が臨界値を超えるや否や遅延連鎖
内のスイッチング段の範囲を縮小することによって及び／又は分周器の出力信号を規準周
波数信号と同期させることによって中和され、設定値の回りのどんな振動（ジッタ）の振
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幅も顕著に減少することを可能にする。周波数の迅速な偏差もまた最小にされるから、周
波数の指数関数的精確調節か可能であり、それゆえに非同期データ変換のプロトコルでさ
えも使用することができる。
【０１１０】
この回路はプログラミングを可能とするから、簡単な取扱いが保証される。制御動作を簡
単に破棄しかつ離散周波数を望むようにプログラムすることができる。閉制御ループを不
活性化すること及び低周波数を選択することは、結果的に完全なシステムの電流消費を更
に低減する。
【０１１１】
正規的に、閉ループ制御は、全連鎖長の電力投入時に、すなわち、最低可能周波数におい
て開始する。
【０１１２】
例えば、完全遅延連鎖について規準周波数の１サイクル内に発生されるクロックパルスを
計数し、設定値長さを計算し、このようにしてこの遅延連鎖をこの計算値にプリセットし
、それゆに電力投入後の調節に必要な全時間を短縮することによって、この遅延連鎖をセ
ットするに要する時間を更に短縮することができる。
【０１１３】
以上の説明に関して更に以下の項を開示する。
【０１１４】
（１）　クロック発生器が基準発振器と、調節可能発振器１２と、分周器１４と、位相比
較器１６とを有し、前記分周器１４が前記調節可能発振器１２の出力と前記位相比較器１
６の１つの入力との間に挿入され、前記基準発振器１０の出力が前記位相比較器１６の他
の入力に接続され、前記調節可能発振器１２の調節が前記位相比較器１６の出力に依存す
る前記クロック発生器であって、前記調節可能発振器はディジタル閉遅延連鎖１２である
ことと、前記分周器はディジタルプログラマブル分周器１４であり、前記位相比較器１６
の出力と前記遅延連鎖１２との間にディジタル昇降計数器１８が接続され、前記昇降計数
器の計数方向は前記位相比較器１６の出力信号によって決定され、前記昇降計数器によっ
て前記遅延連鎖１２の相当する長さが調節可能であることとを特徴とするクロック発生器
。
【０１１５】
（２）　第１項記載のクロック発生器であって、前記遅延連鎖１２が該遅延連鎖の出力信
号によってクロック駆動される二重計数器２２を含む補間論理回路２０を当てがわれ、前
記二重計数器の計数は前記昇降計数器１８の出力信号の或るいくつかの最下位ビットの値
と組み合わされて、前記最下位ビットの前記値の関数として、各クロックサイクル中に一
度に１ステップずつ前記遅延連鎖の長さの変化の数を規定するのに対して、前記昇降計数
器の前記出力信号の残りの最上位ビットは前記遅延連鎖１２を直接アドレス指定すること
を特徴とするクロック発生器。
【０１１６】
（３）　第１項又は第２項記載のクロック発生器であって、前記遅延連鎖１２は直列接続
された複数の遅延素子２４、２６を含み、該遅延素子の各々が順方向インバータ２８と、
復帰インバータ３０とばかりでなくループインバータ３２を含み、該ループインバータの
活性化によって前記遅延連鎖の各長さが調整可能であることを特徴とするクロック発生器
。
【０１１７】
（４）　第３項記載のクロック発生器であって、前記遅延素子２４、２６は制御入力（Ｅ
、Ｎ）を有し、該制御入力を経由して前記遅延素子の前記順方向インバータ２８及び前記
遅延素子の前記復帰インバータ３０又は前記遅延素子のループインバータ３２が活性化さ
れ得るか又は相当する前記遅延素子２４、２６がリセットされ得ることを特徴とするクロ
ック発生器。
【０１１８】
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（５）　第４項記載のクロック発生器であって、前記制御入力（Ｅ、Ｎ）を経由しての前
記遅延連差１２のアドレス指定は一度に１つのみのループインバータ３２が活性化される
ように行われることを特徴とするクロック発生器。
【０１１９】
（６）　第３項から第５項記載のクロック発生器であって、前記遅延連鎖１２は、遅延素
子の出力がリセット条件において論理の０である第１種の遅延素子２４と、遅延素子の出
力がリセット条件において論理の１である第２種の遅延素子２６とを交互に有することを
特徴とするクロック発生器。
【０１２０】
（７）　第６項記載のクロック発生器であって、前記遅延素子２４、２６は電力投入時に
自動的にリセットされることを特徴とするクロック発生器。
【０１２１】
（８）　第６項又は第７項記載のクロック発生器であって、前記遅延連鎖１２）は出力ク
ロック信号（Ｔ A  ）を供給する端に第１種の遅延素子２４を有することを特徴とするクロ
ック発生器。
【０１２２】
（９）　第３項から第８項のうちいずれか１に記載のクロック発生器であって、前記遅延
連鎖１２は少なくとも６つの遅延素子２４、２６を含むことを特徴とするクロック発生器
。
【０１２３】
（１０）　第３項から第９項に記載のクロック発生器であって、前記遅延素子２４、２６
は少なくとも部分的に異なる遅延を有することを特徴とするクロック発生器。
【０１２４】
（１１）　第１０項に記載のクロック発生器であって、遅延連鎖の長さを増大するに当た
って追加される前記遅延素子２４、２６はもっと短い遅延連鎖長に対して必要である遅延
素子２４、２６よりも高い遅延を有することを特徴とするクロック発生器。
【０１２５】
（１２）　第３項から第１１項に記載のクロック発生器であって、前記インバータ２８、
３０、３２は各場合において励振電流を制限するミラー回路を含むことを特徴とするクロ
ック発生器。
【０１２６】
（１３）　第３項から第１２項に記載のクロック発生器であって、前記インバータ２８、
３０、３２は、各々、スイッチングトランジスタに直列接続されたｐ形ＭＯＳＦＥＴとｎ
形ＭＯＳＦＥＴとを含むことを特徴とするクロック発生器。
【０１２７】
（１４）　第３項から第１３項に記載のクロック発生器であって、個別の前記遅延素子２
４、２６は励振電流を決定する前記電流ミラーのトランジスタのチャネル長によって少な
くとも実質的に決定されることを特徴とするクロック発生器。
【０１２８】
（１５）　第１項から第１４項のうちいずれか１つによるクロック発生器内に特に使用さ
れるディジタル位相比較器が２つの入力信号（Ｖ 1  、Ｖ 2  ）の状態に従って調整可能発振
器１８を活性化するために昇出力３４と降出力３６を有し、前記２つの入力信号（Ｖ 1  、
Ｖ 2  ）のうちのどちらがまず該信号の活性値（０）を呈するかに従って、指定昇出力３４
及び指定降出力３６が、それぞれ、活性値（０）にセットされかつ他の入力信号が活性に
なるのに続いてリセットされるようになっている前記ディジタル位相比較器であって、他
の出力（３４、３６）のリセット中に、不活性化出力３４、３６を不活性化状態にロック
する手段４０、４２を設けられていることを特徴とするディジタル位相比較器。
【０１２９】
（１６）　第１５項記載のディジタル位相比較器であって、前記昇出力３４と前記降出力
３６とは出力ＲＳフリップフロップ３８を有することと、前記昇出力３４と前記降出力３
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６とは前記出力ＲＳフリップフロップ３８のセット入力Ｓとリセット入力（Ｒ）とにそれ
ぞれ接続され、前記出力ＲＳフリップフロップ３８は出力（Ｑ）に前記調節可能発振器１
８に対する単一活性化信号を供給することとを特徴とするディジタル位相比較器。
【０１３０】
（１７）　第１５項又は第１６項記載のディジタル位相比較器であって、前記調節可能発
振器はディジタル昇降計数器１８によって制御されるディジタル閉遅延連鎖１２を含み、
前記昇降計数器１８の計数方向は前記活性化信号によって指定可能でああることを特徴と
するディジタル位相比較器。
【０１３１】
（１８）　第１５項又は第１６項記載のディジタル位相比較器であって、前記調節可能発
振器は電圧制御発振器であることを特徴とするディジタル位相比較器。
【０１３２】
（１９）　クロック発生器は、基準発振器１０、ディジタル閉遅延連鎖１２と、ディジタ
ル分周器１４と、ディジタル位相比較器１６とを含む。前記分周器１４は、前記調節可能
遅延連鎖１２の出力と前記位相比較器１６の１つの入力との間に挿入される。前記基準発
振器１０の出力は、前記位相比較器１６の他の入力に接続される。前記位相比較器１６の
出力と前記遅延連鎖１２との間にディジタル昇降計数器１８が接続され、前記昇降計数器
の計数方向は前記位相比較器１６の出力信号によって決定され、前記昇降計数器によって
前記遅延連鎖１２の相当する長さが調節可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるディジタルクロック発生器のブロック図。
【図２】本発明によるディジタルクロック発生器のディジタル遅延連鎖のそのリセット状
態における概略回路図。
【図３】図２に示されたディジタル遅延連鎖のその直後に出力を変化した状態を図解する
概略回路図。
【図４】ディジタル遅延連鎖に含まれる第１種の遅延素子の回路図。
【図５】ディジタル遅延連鎖に含まれる第２種の遅延素子の回路図。
【図６】既知ディジタル位相比較器の回路図。
【図７】図６に示された既知ディジタル位相比較器の入力及び出力上の信号波形図。
【図８】本発明によるディジタル位相比較器の回路図。
【図９】図８に示されたディジタル位相比較器の入力及び出力上の信号波形図。
【符号の説明】
１０　基準発振器
１２　ディジタル閉遅延連鎖（調節可能遅延連鎖）
１４　ディジタルプログラマブル分周器
１６　ディジタル位相比較器
１８　ディシタル昇降計数器
２０　補間論理回路
２２　二重計数器
２４　第１種の遅延素子
２６　第２種の遅延素子
２８　順方向インバータ
３０　復帰インバータ
３２　ループインバータ
３４　（位相比較器の）昇出力
３６　（位相比較器の）降出力
３８　（出力）ＲＳフリップフロップ
４４　順方向路
４６　復帰路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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